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障害福祉サービス事業所等における
運営上の留意事項について

県北広域振興局保健福祉環境部

二戸保健福祉環境センター福祉課

令和７年度障害福祉サービス事業者等・障害児通所支援事業者講習会
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１ 令和７年度における主な改正事項
⑴ 業務継続計画策定等（全サービス）

「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関す
る具体的計画」の策定を行っている場合は未策定減算を適用しないこととする
経過措置が令和７年３月31日で終了。

※ 就労選択支援については、令和９年３月31日までの間、減算を適用しな
い経過措置あり。

業務継続計画未策定減算

・療養介護、施設入所支援（障害者支援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練
所定単位数の３％を減算

・上記以外のサービス
所定単位数の１％を減算
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１ 令和７年度における主な改正事項
⑵ 就労選択支援について【令和７年10月１日から開始】

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセ
スメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択をす
る新たなサービスです。

厚生労働省 就労選択支援実施マニュアルより引用 5

１ 令和７年度における主な改正事項
⑵ 就労選択支援について【令和７年10月１日から開始】

対象者
既に利用しており、
更新の意向がある方

新たに利用する
意向がある方サービス類型

希望に応じて利用

令和７年10月から原則利用現行の就労アセスメント対象
者（就労経験が無い方等）

就労継続支援Ｂ型
希望に応じて利用

・50歳に達している方
・障害基礎年金１級受給者
・就労経験ありの方

令和９年４月から原則利用就労継続支援Ａ型

令和９年４月から原則
利用
※ 標準期間を超えて更新を

希望する場合

希望に応じて利用就労移行支援
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１ 令和７年度における主な改正事項
⑵ 就労選択支援について【令和７年10月１日から開始】

実施主体

① 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者で
あって、過去３年以内に３人以上利用者が新たに通常の事業所に雇用され
たもの。

② その他これらと同等の障がい者に対する就労支援の経験及び実績を有す
ると都道府県知事が認める事業者。

●就労移行支援事業所 ●就労継続支援事業所
●障害者就業・施設支援センター事業の受託法人 ●自治体設置の就労支援センター
●障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練を行う機関
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１ 令和７年度における主な改正事項
⑵ 就労選択支援について【令和７年10月１日から開始】

・ 定員
10人以上

・ 人員配置
管理者
就労選択支援員 15：1以上
（要件：就労選択支援員養成研修を終了していること）

※ 就労継続支援は短期間のサービスであることから、個別支援計画の作成
は不要、サービス管理責任者の配置は求められていない。
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１ 令和７年度における主な改正事項
⑵ 就労選択支援について【令和７年10月１日から開始】

・ 支給決定について

支給決定期間
原則１ヶ月。ただし、１ヶ月以上の時間をかけた継続的な作業体験や

観察を行う必要がある場合は、再度１か月の支給決定を行うことが可能。

他のサービスとの同一日の利用
放課後等デイサービス、障害児入所施設との同一日の併給可能。
障害福祉サービスの日中活動サービスとの同一日の併給不可。
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１ 令和７年度における主な改正事項
⑶ 地域との連携等（共同生活援助、施設入所支援）

【令和７年４月１日から義務化】
・ 地域連携推進会議の開催（概ね年１回以上）

運営状況の報告、必要な要望、助言等を聴く

・ 会議の構成員が事業所を見学する機会を設ける（概ね年１回以上）

・ 会議の報告、要望、助言等について記録作成、公表、報告等の記録は
５年間保存

会議の構成員
【必須】利用者、利用者の家族、地域住民の代表者
【任意】福祉・経営に知見がある人、事業所所在地の市町村担当者 等

未実施による減算規程はなし
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１ 令和７年度における主な改正事項
⑶ 地域との連携等（共同生活援助、施設入所支援）

【事前質問事項】
地域連携推進会議について、同法人内複数の障がい事業所等の関係者を集め、合同で開催

することは可能か。

【回答】
地域連携推進会議の設置は、指定を受けた事業所単位となりますので、合同で開催するこ

とはできません。

地域連携推進会議の手引きより引用 11
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２ 指導及び監査等
⑴ 運営指導及び指導監査について

指導

障害福祉サービス事業者等

支援

集団指導 運営指導

周知徹底

障害福祉
サービス等

取扱い

自立支援給付
費等の請求

監査

障害福祉サービス事業者等

公正・適切な措置

勧告
＜行政指導＞

命令・指定取消処分等
＜行政処分＞

（不利益処分）

的確な把握

指定基準違反等（人員・運営基準
違反、不正請求等）・人格尊重義
務違反に関する事実関係

不正等が
発覚すれば
監査に移行
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２ 指導及び監査等について
⑵ 各指導のねらい

集団指導

運営指導

正確な情報の伝達・共有

不正・過失行為の未然防止

障害福祉サービス事業者の育成

集団指導で伝達・共有した情報の理解度を個別に把握

障害福祉サービス事業者との適切なコミュニケーション
による運営等の個別支援

自らルールを守るための取組を推進する障害福祉サービ
ス事業者となるよう個別支援

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

よ
り
よ
い
ケ
ア
の
実
現
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２ 指導及び監査等について
⑶ 県内の処分事例

① 事業所名 ：樂学舎
② サービス種類 ：放課後等デイサービス
③ 処分 ：指定取消（令和７年７月31日付）
④ 処分理由

ア 人格尊重義務違反
当該事業所の児童指導員が利用児女児に対して性的虐待を行い、有罪判決を受けており、

当該事業所の虐待防止に関する取組及び従業者に対する指導等の対応が不十分。
イ 人員基準違反

常勤要件がある児童発達支援管理責任者が、正当な理由もなく事業所を不在にする時間
が多く、常勤で勤務していなかった。

ウ 運営基準違反
個別支援計画について、児童発達支援管理責任者が適切に作成していなかった。
また、正当な理由も無く大幅な定員超過受け入れを継続した。

エ 不正請求
上記イ及びウに関する人員欠如 減算、個別支援計画未作成減算、定員超過利用減算を適

用せず、さらに算定要件を満たしていない児童指導員等加配加算を算定し、障害児通所給
付費を不正に請求、受領した。
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３ 各種申請・届出について
⑴ 変更届

指定を受けている内容に変更が生じた場合には、変更届出書と関係書類の提出が必要です。

① 必要書類
・ 変更届出書（者：様式第２号、児：第14条の６関係）
・ 変更内容がわかる添付書類（「③ 変更届に必要な書類」を参照）

② 届出時期
変更が生じた場合には、10日以内に届出をする必要があります。
ただし、指定基準の適合性について判断を要する下記の変更事項については、１ヶ月前に

提出願います。

事前相談変更内容

事前相談 必要事業所（施設）の所在地（設置の場所）

事前相談 必要事業所（施設）の平面図及び設備の概要（増築等で面積の増減がある場合）

事前相談 必要運営規程（共同生活住居・居室の追加、従たる事業所の設置）

事前相談 不要運営規程（共同生活住居・居室の廃止、従たる事業所の廃止）
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３ 各種申請・届出について
③ 変更届に必要な書類

備考主な添付書類変更事項

運営規程事業所（施設）の名称

運営規程、事業所平面図、設備・備品一覧事業所（施設）の所在地

登記事項証明書又は条例等
（登記に変更がある場合）

申請者（設置者）の名称

主たる事務所の所在地

代表者の氏名及び住所

「定款・寄与行為
等」はA型事業所
のみ

定款・寄附行為等及びその登記事項証明書又は条
例等（当該指定に係る事業に関するものに限る。）

事業所平面図、設備・備品一覧事業所（施設）の平面図及び設備の概要

経歴書、実務経験証明書、各種資格証（写）
勤務体制一覧表

事業所（施設）の管理者の氏名及び住所

事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所

事業所のサービス管理責任者の氏名及び住所

事業所の相談支援専門員の氏名及び住所

特定する場合の理由書等主たる対象者
18
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３ 各種申請・届出について
③ 変更届に必要な書類

備考主な添付書類変更事項
理事会等の議事録の写し、新旧対照表
※ 従業員の員数変更の場合は

組織体制図、勤務体制一覧
運営規程

短期入所のみ短期入所事業所の指定に係る記載事項
事業所の種別（併設型・空床型の別）

併設型における利用定員数又は空床型における当
該施設の入所者の定員

協力医療機関との契約内容が分かる書類協力医療機関の名所及び診療体制及び支援の体制
の概要

障害者支援施設等との連携体制及び支援の体制の
概要

当該申請に係る事業の開始予定年月日

施設の概要が分かるもの
併設する施設がある場合の当該併設施設の概要

同一敷地内にある入所施設及び病院の概要
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３ 各種申請・届出について
⑵ 指定変更申請

障害者支援施設、特定障害福祉サービス（生活介護または就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ
型）において利用定員を増とする変更を行う場合には、変更届の提出ではなく、指定変更申請
を行う必要があります。
（サービスの内容の変更や入所定員を増とする場合も同様）

提出書類や届出時期については以下のとおりです。

① 必要書類
・ 特定障害福祉サービス事業所（指定障害者支援施設）指定申請書（変更）

（様式第１の２号（第２条関係）
・ 平面図
・ 設備・備品等一覧表
・ 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
・ 運営規程等の利用定員（入所定員）を示した資料
・ 介護給付費等算定に係る体制届出書（変更が生じる場合のみ提出が必要）

② 届出時期
２ヶ月前に変更内容について事前協議を実施し、事業開始の１ヶ月前までに変更申請書を

提出。 20
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３ 各種申請・届出について
⑶ 介護給付費等算定に係る体制等に係る届出書

① 届出時期と適用開始日
新たに加算を算定する場合、算定する単位が増える場合
・ 届出が月の15日以前になされた場合 翌月１日から適用
・ 届出が月の16日以後になされた場合 翌々月１日から適用

加算が算定されなくなる場合、算定される単位数が減る場合
・ 速やかな提出が必要

加算が算定されなくなる又は単位数が減る事実が発生した日から適用

前年度の実績をもとに加算の可否を判断する必要がある場合
・ 翌年度の４月中に届出を行えば、４月から適用

② 各種届出様式
岩手県公式ホームページに掲載されている様式をダウンロードしていただき、届出を行っ

てください。
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３ 各種申請・届出について
⑷ 廃止・休止・再開に係る届出

① 届出時期
廃止または休止
・ １ヶ月前までに届出が必要

再開
・ 事業再開から10日以内に届出が必要となっていますが、新規指定に準じて扱うことに

なるため、事前協議が必要となります。

② 必要書類
・ 廃止・休止・再開届出書（者：様式第３号、児：第14の６関係）
・ 既にサービスを受けていた利用者に対する措置（廃止及び休止の場合）
※ 休止の場合には、休止予定期間を記載すること。
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３ 各種申請・届出について
⑸ 指定更新申請

① 手続き時期
指定障害福祉サービス事業所は６年毎に更新が必要となります。
更新申請の事務手続きは、指定申請の手続きと同様。
指定有効期間満了日の１ヶ月前に用意し、提出願います。

指定有効期限がいつまでか確認し、提出に遅れが生じないように十分注意すること。

提出書類については、岩手県公式ホームページに掲載されている「00_一覧表」の「01-1 事
業所指定申請書類」を確認すること。
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３ 各種申請・届出について
⑸ 指定更新申請

② 修正が多い事項の一例
・就任承諾書の記載不備

・経歴書の職歴と実務経験証明書の業務期間の不一致

・サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の資格証の提出漏れ

・協力医療機関等の契約書が期限切れとなっている

・多機能型事業所の場合に平面図がサービスごとに色分けされていない

・資格証の氏名が旧姓のままとなっている

・付表に記載されている住所と各添付資料の住所が一致しない 等

③ 差替え等の際の注意事項
・ 押印や原本であることが必要でないものについてはデータでの送付で構いません。
・ 差替え書類等を全てそろえてからの提出になると審査が止まり、指定更新期日に間に合

わない可能性がありますので、提出できる書類から速やかに提出願います。
24
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３ 各種申請・届出について
⑹ 業務管理体制

平成24年４月から、指定障害サービス事業所は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届
出が義務付けられました。

事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出を行うこととなります。

① 届出内容
・ 事業者等の名称又は氏名
・ 事業者等の主たる事業所の所在地
・ 事業者等の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
・ 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

事業所等の数が一定数以上になると上記届出内容に加えて以下の届出が必要になります。
・ 事業所等の数が20以上の事業者等

「 法令順守の規定」の概要
・ 事業所等の数が100以上の事業者等

「業務執行の状況の監査の方法」の概要

25

３ 各種申請・届出について
② 届出先

・ 指定事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者等 厚生労働省本省

・ 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業所のみ行う事業所であって、全ての事業所
等が同一の市町村内に所在する事業者等 各市町村

・ 上記以外の事業者等 当該管轄の振興局等（二戸保健福祉環境センター）

③ 届出方法
・ 業務管理体制の整備に関して

障害者総合支援法に基づくもの 様式１号
児童福祉法に基づくもの 様式２号

※ 事業展開地域を変更し届出先区分の変更が生じた場合についても、様式は同様になり
ますが、区分変更前の行政機関及び変更後の行政機関のどちらにも届出をする必要があ
ります。

・ 届出事項の変更
障害者総合支援法に基づくもの 様式３号
児童福祉法に基づくもの 様式４号

26
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27

４ サービス管理責任者等研修制度について
⑴ サービス管理責任者等研修制度の変更点【令和５年６月30日改正】

※「サービス管理責任者等」とは、 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。

・ 現行制度上、実践研修の受講にあたって必要な実戦経験（ＯＪＴ）については、基礎研修
終了後 「２年以上」の期間として、これを原則として維持しつつ、一定の要件を充足
した場合には、例外的に「６月以上」の期間で受講することを可能とする。

28
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４ サービス管理責任者等研修制度について
⑴ サービス管理責任者等研修制度の変更点【令和５年６月30日改正】

【要件】
① 基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務要件を満たしている。

② 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成業務※に６ヶ月従事するもの。
※ 個別支援計画作成業務の頻度は、少なくとも概ね10回以上の実施を基本とする。

（下記ア～ウのいずれか）
ア サービス管理責任者等のもとで、基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの一連の業務

に従事する場合
イ やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている障害福祉サービス事業所等において、

サービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たしている者（実務経験者）がサービス管理
責任者等とみなして、個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合

ウ 令和４年３月末までに、実務経験者が基礎研修を修了しており(経過措置対象者)、サービス管理
責任者等とみなして個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合

③ 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

29

４ サービス管理責任者等研修制度について
⑴ サービス管理責任者等研修制度の変更点【令和５年６月30日改正】

30
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31

５ 障害者虐待防止について
⑴ 障害者虐待防止法の概要

① 目的
障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自

立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐
待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に
資することを目的とする。

② 定義
障害者虐待とは、以下の３つをいう
ア 養護者による障害者虐待
イ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
ウ 使用者による障害者虐待

32
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５ 障害者虐待防止について
⑵ 各類型の具体例

① 障害者虐待の類型

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な
理由なく障害者の身体を拘束すること①身体的虐待

障害者を衰弱させるような著しい減食又は⾧時間の放置等による①③④の行為と同
様の行為の放置等②放棄・放置

障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的
外傷を与える言動を行うこと③心理的虐待

障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること④性的虐待

障害者から不当に財産上の利益を得ること⑤経済的虐待

33

５ 障害者虐待防止について
⑵ 各類型の具体例

② 養護者による障害者虐待
① 暴力行為で痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為
② 本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為
③ 本人の利益にならないよう強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があるにも関

わらず障害者を乱暴に取り扱う行為 等

①身体的虐待

① 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介助や生活の世話を行っている者が、その提供を放
棄又は放任し、障害者の生活環境や、障害者自身の身体・精神的状態を悪化させていること

② 専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、障害者が必要とする医療・障害福祉サービスな
どを、周囲の納得できる理由なく制限したり使わせない、放置する

③ 同居人等による障害者虐待と同様の行為を放置する 等

②放棄・放置

脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること 等③心理的虐待

あらゆる形態の性的な行為又はその強要 等④性的虐待

本人の同意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること 等
※ 表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある。⑤経済的虐待

34
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５ 障害者虐待防止について
⑵ 各類型の具体例

③ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
① 暴力的行為
② 本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに障害者を乱暴に扱う行為
③ 正当な理由のない身体拘束 等

①身体的虐待

① 必要とされる支援や介護を怠り、障害者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為
② 障害者の状態に応じた診療や支援を怠ったり、医学的診断を無視した行為
③ 必要な用具の使用を限定し、障害者の要望や行動を制限させる行為
④ 障害者の権利や尊厳を無視した行為又はその行為の放置
⑤ その他職務上義務を著しく怠ること 等

②放棄・放置

① 威嚇的な発言、態度
② 侮辱的な発言、態度
③ 障害者や家族の存在や行為、尊厳を否定、無視するような発言、態度
④ 障害者の意欲や自立心を低下させる行為
⑤ 交換条件の提示
⑥ 心理的に障害者
⑦ その他著しい心理的外傷を与える言動 等

③心理的虐待

あらゆる形態の性的な行為又はその強要 等④性的虐待

本人の同意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること 等
※ 表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある。⑤経済的虐待

35

５ 障害者虐待防止について
⑶ 虐待行為と刑法

虐待行為は、刑事罰の対象になる場合があります。これまでの虐待事案においても、虐待し
た障害者福祉施設等の職員が警察によって逮捕、送検された事案が複数起きています。

刑法第199条殺人罪、第204条傷害罪、第208条暴行罪、第220条逮捕監禁罪①身体的虐待

刑法第218条保護責任者遺棄罪②放棄・放置

刑法第222条脅迫罪、第223条強要罪、第230条名誉毀損罪、第231条侮辱罪③心理的虐待

刑法第176条不同意わいせつ罪、第177条不同意性交等罪④性的虐待

刑法第235条窃盗罪、第246条詐欺罪、第249条恐喝罪、第252条横領罪⑤経済的虐待

36
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
第六条二項
障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係ある団体並びに障害福祉
施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師弁護士、その他障害福祉に職務上関係のある
者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあ ることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努
めなければならない。

（障害者福祉施設事業者等による障害者虐待に係る通報等）
第十六条
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見し た者は、速やかに、
これを市町村に通報しなければならない。
２ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることが
できる。
３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定によ る通報
（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを 妨げるものと解
釈してはならない。
４ 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇 その他不
利益な取扱いを受けない。

５ 障害者虐待防止について
⑷ 早期発見と通報義務・通報者の保護

37

５ 障害者虐待防止について
⑷ 早期発見と通報義務・通報者の保護

通報は、すべての人を救う
・ 利用者の被害を最小限で食い止めることができる。

・ 虐待した職員の処分や刑事責任、民事責任を最小限で留めることができる。

・ 理事⾧、施設⾧など責任者への処分、民事責任、道義的責任を最小限で留
めることができる。

・ 虐待が起きた施設、法人に対する行政責任、民事責任、道義的責任を最小
限で留めることができる。

日本社会事業大学専門職大学院 准教授 曽根直樹氏
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39

６ 事故発生時の報告について
⑴ 概要

平成20年３月３日付障第910‐１号通知により、指定障害福祉サービス事業者
などにおいて、サービス提供時に事故が発生した場合は、県、市町村及び当該
利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとされている
もの。
＜報告を求める根拠＞

・ 指定障害福祉サービス事業所等の人員、設備及び運営に関する基準
・ 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
・ 指定地域相談支援事業の人員及び運営に関する基準
・ 指定計画相談支援事業の人員及び運営に関する基準
・ 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
・ 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
・ 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
・ 地域活動センターの設備及び運営に関する基準
・ 福祉ホームの設備及び運営に関する基準

40
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６ 事故発生時の報告について
⑵ 報告を求める事故等

① 事故等の種類及び具体例
事故等の具体例報告を求める事故等の種類

利用者または職員のサービス提供中に発生した事故等による死亡、または施
設入所者の自死及び変死死亡

サービス提供中に発生した怪我等により治療を必要とする場合、食中毒、感
染症等が発生した場合など傷病等

利用者間、利用者職員間の暴力行為暴力

利用者が当事者となった犯罪、職員による業務に関連した犯罪行為犯罪行為

警察への通報、捜索を要する入所者の無断外出施設入所者の無断外出

火災やその他災害等による物的、人件被害が発生した場合
（岩手県地域防災計画に基づく報告が必要となる自然災害は除く）火災を含む災害の発生

サービス提供中に発生した利用者の交通事故、職員による業務中の人身事故
または道路呼応通報違反に問われる物損事故交通事故

事業所内で発生した人権及びプライバシーの侵害、いじめ、ネグレクト等の
虐待人権侵害、虐待等

上記例に準ずると認められる利用者及び職員に係る事故、事件などその他 41

６ 事故発生時の報告について
⑵ 報告を求める事故等

② 報告適用除外
・ サービスの提供等との関連がない場合及び軽微な事案は除く。
・ ただし、利用者に係る事故については、軽微なものも含めて当該家族等へ速やかに

連絡を行うこと。

③ 感染症等について
・ 食中毒及び感染症については、厚生労働省通知により市町村及び保健所に対して報

告する例が示されているが、この例に至らないものまたはそれに近い状況が発生した
場合は報告を行うこと。
【厚生労働省社会・援護局⾧等連名通知の例】

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が
１週間に２名以上発生した場合

イ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が10名以上または全
利用者の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑わ
れ、特に施設⾧等管理者が報告を必要と認めた場合

42
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６ 事故発生時の報告について
⑶ 報告の流れ

43

６ 事故発生時の報告について
⑶ 報告の流れ

① 留意事項
・ 報告手順は、発生元から図の矢印先の機関へ報告する。
・ 初期においては、電話による連絡など、速やかな報告に留意すること。
・ 利用者に係る事故については、当該利用者の家族等に対し十分配慮し、適切に対応

すること。
・ 事故の内容に応じて、保健所、警察、消防署等に適切に通報すること。

注１：「重大」とは、当該事故等が基準違反を原因として発生した場合など、立入検査（監査）
が必要になる程度のものを指す。障害者作業所、盲人ホーム及び職親もこれに準じた取扱
いとする。

注２：「特に重大」とは、報道がなされるような社会的影響が大きいものを指す。

44
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６ 事故発生時の報告について
⑷ 二戸保健福祉環境センターへの報告方法

① 第１報は電話で速やかに報告願います。
電話では主に以下のア～オの事項を聞き取ります。

② 第２報は事故報告書にすべて記載いただいた上で提出します。
提出にあたっては、メールでも構いません。

対象者の氏名・性別ア
利用事業所の名称イ

事故発生日時・場所ウ

医療機関の受診状況及び内容エ

事故報告書の提出時期オ

※ 上記内容以外にも聞き取りを行う場合がありますので、ご対応願います。

45
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７ 終わりに
⑴ お願いしたい事項

① 届出について
・ 届出に際しては、国通知やQA等を確認いただいてから届出願います。
・ 届出の際は、県ホームページに掲載されている最新の様式で届出願います。
・ 届出いただいた内容によっては補正をお願いすることがありますので早急に対応願い

ます。

② お問い合わせについて
・ 報酬請求や事業所運営に係るご質問については、質問内容に齟齬が生じることの無い

ようにしたいと考えておりますので、担当又は当センター代表アドレスあてメールでお
問い合わせ願います。

【お問い合わせ先】

：r-ｗatanabe@pref.iwate.jp担当者

：BL0002@pref.iwate.jp二戸保健福祉環境センター代表

※ お問い合わせ内容によっては、県庁又は厚生労働省まで照会する場合がありますのでお時間
をいただく可能性がございます。

47

７ 終わりに
⑴ お願いしたい事項

③ 連絡用メールアドレスの登録について
・ 県障がい保健福祉課から障害福祉サービス事業所等を運営する法人への通知等につい

ては、原則としてメールでお知らせしております。

・ メールアドレスの登録が済んでいない事業所等については登録願います。

・ メールアドレスが変更になった際については、変更した旨連絡願います。

・ 登録後にメールが届かない場合については、以下の連絡先にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
TEL：０１９－６２９－５４４８

48
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７ 終わりに
⑵ お知らせ

49

７ 終わりに
⑵ お知らせ

50
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ご清聴ありがとうございました。
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障 第 9 1 0 - 2 号 

平成 20 年３月３日 

 

 指定障害福祉サービス事業者等の代表者 様 

 

岩手県保健福祉部長 

（公  印  省  略） 

 

 

指定障害福祉サービス事業者等における事故等発生時の報告について（通知） 

指定障害福祉サービス事業者などにおいて、サービス提供時に事故等が発生した場合は、県、市町

村及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることが各省令に規定されてお

り、この連絡（報告）について、これまで「障害者（児）施設・指定居宅支援事業者等における事故

等発生時の報告について」（平成16年 12月 20日障第 806号県保健福祉部長通知）により運用してい

ましたが、昨年度障害者自立支援法が施行されるなどしたことから同通知は廃止し、今後は下記のと

おり取扱うこととしたので通知します。 

記 

１ 報告を求める根拠等 

（１） 根拠（全て厚生労働省令。以下アからケを「基準」と総称する。） 

  ア 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準（平成18年第171号） 

  イ 障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成

18年第172号） 

  ウ 障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 18 年第 173

号） 

  エ 障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成18年第

175号） 

  オ 障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準（平成18年第176号） 

  カ 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成14年第79号） 

  キ 指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成14年第81号） 

ク 身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準（平成15年第21号（H18.10.1改正前

のもの）） 

  ケ 児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年第

178号） 

（２） 法定外事業所等の報告 

    障害者作業所及び盲人ホームについては、法定外の事業であることから（１）に掲げる基準

はなく、職親については、法及び関係政省令等に事故報告に関して規定されていないものであ

るが、障害者（児）の安全確保及び利益保護などの観点から、特にも反復継続的にサービス等

を提供しているこれら法定外事業所等についても、法定事業所と同様の報告を求める取扱いと

するものであること。 

 

２ 報告を求める指定事業者・施設等 

  本通知において、（１）から（14）までを「指定事業者・施設等」と総称する。 

（１） 指定障害福祉サービス事業者（障害者自立支援法第29条第１項） 

（２） 基準該当事業所（障害者自立支援法第30条第１項第２号イ） 

（３） 指定障害者支援施設（障害者自立支援法第29条第１項） 

（４） 指定相談支援事業者（障害者自立支援法第32条第１項） 

（５） 地域活動支援センター（障害者自立支援法第５条第21項） 

（６） 福祉ホーム（障害者自立支援法第５条第22項） 

（７） 身体障害者更生援護施設（障害者自立支援法附則第41条） 

（８） 知的障害者援護施設（障害者自立支援法附則第58条） 

（９） 身体障害者小規模通所授産施設（平成18年 10 月１日改正前の身体障害者社会参加支援施設



の設備及び運営に関する基準（平成15年省令第21号）第50条第１項第３号） 

（10） 知的障害児施設、知的障害児通園施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設（児童福

祉法第７条第１項） 

（11） 盲人ホーム 

（12） 障害者福祉団体等が運営する障害者自立支援法に基づく事業に類似する事業を行う事業

所（「障害者作業所設置運営費補助事業補助金交付要綱」（平成 15 年４月 25 日障第 117

号県保健福祉部長通知）に定める障害者作業所） 

（13） 職親（知的障害者福祉法第16条第１項第３号） 

（14） 精神障害者社会復帰施設（障害者自立支援法附則第48条） 

 

３ 報告を求める事故等 

（１） 事故等の種類及び具体例 

（２） 報告適用除外 

サービスの提供等との関連がない場合及び軽微な事案は除く。 

ただし、利用者に係る事故については、軽微なものも含めて当該家族等へ速やかに連絡を行

うものであること。 

（３） 感染症等について 

    食中毒及び感染症については、平成17年２月22日社援発第0222002 号等「社会福祉施設等

における感染症等発生時に係る報告について」（厚生労働省社会・援護局長等連名通知）におい

て、市町村及び保健所に対して報告する例が示されているが、この例には至らないものの、そ

れに近い状況が発生した場合に本通知に基づく報告を行うものとすること。 

 【厚生労働省社会・援護局長等連名通知の例】 

 ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が１週

間に２名以上発生した場合 

 イ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が 10 名以上又は全利用

者の半数以上発生した場合 

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、

特に施設長等管理者が報告を必要と認めた場合 

 

４ 報告様式 

  指定事業者・施設等が報告する様式は、別紙１とする。 

 

５ 報告経路等 

（１） 事故等が発生した場合の報告経路は別紙２によるものとする。 

（２） 事故等への迅速な対応を図るため、報告先に対しまずは電話による報告を行い、次に前記４

報告を求める事故等の種類 事 故 等 の 具 体 例 

①死亡 

 

②傷病等 

 

③暴力 

④犯罪行為 

⑤施設入所者の無断外出 

⑥火災を含む災害の発生 

 

⑦交通事故 

 

⑨人権侵害、虐待等 

 

⑨その他 

利用者または職員のサービス提供中に発生した事故等による死亡、ま

たは施設入所者の自殺及び変死 

サービス提供中に発生した怪我等により治療を必要とする場合、食中

毒、感染症等が発生した場合など 

利用者間、利用者職員間の暴力行為 

利用者が当事者となった犯罪、職員による業務に関連した犯罪行為 

警察への通報、捜索を要する入所者の無断外出 

火災やその他災害等による物的、人的被害が発生した場合（岩手県地

域防災計画に基づく報告が必要となる自然災害は除く） 

サービス提供中に発生した利用者の交通事故、職員による業務中の人

身事故または道路交通法違反に問われる物損事故 

事業所内で発生した人権及びプライバシーの侵害、いじめ、ネグレク

ト等の虐待 

上記の例に準ずると認められる利用者及び職員に係る事故、事件など 



の様式による報告を行うものとする。 

（３） 予め、報告先に対する報告にかかる連絡系統図、夜間対応等の体制を定めておくものとする。 

（４） 事故等の発生が報告先の行政機関の閉庁日等であっても、入所施設における火災、事件性の

高い利用者の死亡等特に重大な事故等である場合には、速やかに当日中の報告を行うものとす

る。 

 

６ 報告後の措置 

（１） 基準に明記されているとおり、事故の状況及び事故に際して採った処置について、適切に記

録し保存するとともに、原因を解明し再発を防ぐための対策を講じ、利用者に対して賠償すべ

き事故である場合にあっては、速やかに損害賠償を行うものとする。 

（２） 指定事業者・施設等、市町村及び県が一体となり、発生した事案への迅速かつ適切な対応を

図り、速やかに事態を終息させるよう努めるものとする。 

（３） 感染症のように時間の経過に伴い状況の変化が予想される事案については、保健所等他機関

への報告を行っている場合を除き、第一報、第二報といった速報性に考慮した随時の報告を行

うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 
担 当：障害保健福祉課障害福祉担当、療育精神担当 
電 話： 019-629-5446（障害児、職親関係） 
     019-629-5448（障害者関係） 
     019-629-5450（精神障害者社会復帰施設のみ） 
ＦＡＸ：019-629-5454 



 



                                                                       

障 第 ３ ０ ９ 号 

平成 24 年６月 18 日 

 

 各市町村障がい福祉主管課長 

各広域振興局の保健福祉環境部等の長 

 福祉総合相談センター所長 

 各児童相談所長 

 

                       岩手県保健福祉部障がい保健福祉課総括課長   

                                    （ 公 印 省 略 ） 

 

指定障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告について（通知） 

 このことについて、平成20年３月３日付け障第910-1号岩手県保健福祉部長通知に基づき運用している

ところですが、障害者自立支援法・児童福祉法の改正及び中核市への権限移譲に伴い、報告を求める根拠、

対象指定事業者・施設等、報告経路については、今後、下記のとおり取扱うこととしますので、適切にご

対応いただきますようお願いいたします。 

 なお、指定事業者・施設等に対しては、本通知の内容を別途通知しておりますので、ご承知おきくださ

い。 

 おって、市町村におかれましては、基準該当事業所、地域活動支援センター、福祉ホーム、職親及び管

内の障害者作業所に対して本通知を周知されるようお願いします。 

  記 

１ 報告を求める根拠（全て厚生労働省令。下線部分が新規省令） 

（１） 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準〔平

成18年第171号〕 

  （２）障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準〔平成 18

年第172号〕 

  （３）障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準〔平成 24 年第

27号〕 

  （４）障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準〔平成 24 年第

28号〕 

  （５）障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準〔平成18年第175

号〕 

  （６）障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準〔平成18年第176号〕 

  （７）児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準〔平成 24

年第15号〕 

  （８）児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準〔平成 24 年第 16

号〕 

  （９）児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準〔平成24年第29号〕 

 

様 



２ 対象指定事業者・施設等（下線部分が変更箇所） 

 （１）指定障害福祉サービス事業者（障害者自立支援法第29条第１項） 

 （２）基準該当事業所（障害者自立支援法第30条第１項第２号イ） 

 （３）指定障害者支援施設（障害者自立支援法第29条第１項） 

 （４）指定一般相談支援事業者（障害者自立支援法第51条の14第１項） 

 （５）指定特定相談支援事業者（障害者自立支援法第51条の17第１項第１号） 

 （６）地域活動支援センター（障害者自立支援法第５条第26項） 

（７）福祉ホーム（障害者自立支援法第５条第27項） 

 （８）指定障害児通所支援事業者（児童福祉法第21条の５の３第１項） 

 （９）指定障害児入所施設（児童福祉法第24条の２第１項） 

 （10）指定障害児相談支援事業者（児童福祉法第24条の26第１項第１号） 

 （11）盲人ホーム 

 （12） 障害者福祉団体等が運営する障害者自立支援法に基づく事業に類似する事業を行う事業所（「障

害者作業所設置運営費補助事業補助金交付要綱」（平成15年４月25日障第117号県保健福祉部長

通知）に定める障害者作業所） 

 （13）職親（知的障害者福祉法第16条第１項第３号） 

 

３ 報告経路 

  別紙「事故報告の流れ」によるものとする。 

  主な変更点 

・事業所等が盛岡市に所在する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支

援事業者⇒指定権者である盛岡市へ報告 

・指定相談支援事業者⇒指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者 

・障害児施設⇒指定障害児入所施設 

・指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の追記 

 

 

           

        

【担当】 

障がい福祉担当 

電話 019-629-5448（内線3449） 

FAX   019-629-5454 

E-mail erina_hirata@pref.iwate.jp 


